
要介護の方（１回あたりの自己負担額） 10円/単位

（Ⅰ） （Ⅱ）

要介護１ 570 37 8 7 684 684円 1,368円 2,052円

要介護２ 673 43 9 8 795 795円 1,590円 2,385円

要介護３ 777 50 10 9 908 908円 1,816円 2,724円

要介護４ 880 56 11 10 1019 1,019円 2,038円 3,057円

要介護５ 984 62 13 12 1133 1,133円 2,266円 3,399円

（Ⅰ） （Ⅱ）

要介護１ 388 27 5 5 487 487円 974円 1,461円

要介護２ 444 30 6 6 548 548円 1,096円 1,644円

要介護３ 502 33 7 6 610 610円 1,220円 1,830円

要介護４ 560 37 7 7 673 673円 1,346円 2,019円

要介護５ 617 40 8 7 734 734円 1,468円 2,202円

（Ⅰ） （Ⅱ）

要介護１ 370 25 5 5 467 467円 934円 1,401円

要介護２ 423 29 6 5 525 525円 1,050円 1,575円

要介護３ 479 32 6 6 585 585円 1,170円 1,755円

要介護４ 533 35 7 7 644 644円 1,288円 1,932円

要介護５ 588 38 8 7 703 703円 1,406円 2,109円

※加算料金の「サービス提供体制強化加算」については、前年度の職員の状況により毎年4月に変更することが

※生活保護受給者、原爆被害者の方の利用料金は、介護サービス費全額免除のため食材料費（1回460円）のみと

460円

※ケアハウス小郡入居者の方は１回につき９４単位の減額となります。

※送迎を行わなかった場合、４７単位/片道の減額となります。

※利用者負担額は、利用区分に応じ介護保険の１割～３割と法定外費用の合計額になります。

※加算料金の「入浴介助」は、サービスを利用した場合に加算されます。

※介護職員処遇改善加算として（基本料金+加算料金）×5.9％、特定加算1.2％、介護職員等ベースアップ等支援加算1.1％

　上記料金表は「入浴介助加算（１）にてけいさんしています。

　が加算されます。（小数点以下は四捨五入）

　上記の料金表は概算の為実際の請求額とは異なる場合があります。

　あります。

460円

介護職員等
ベースアップ等
支援加算

合計
単位数

負担金額 食事の提供に
要する費用
（法定外費用）
１回あたり2割 3割

3割

460円

介護職員等
ベースアップ等
支援加算

合計
単位数

負担金額 食事の提供に
要する費用
（法定外費用）
１回あたり2割 3割

1割

　なります。

デイサービスセンター美鈴ヶ丘利用料金表
令和6年4月1日

介護職員等
ベースアップ等
支援加算

合計
単位数

負担金額 食事の提供に
要する費用
（法定外費用）
１回あたり2割

1割

40 55 22

介護区分
（３～４時間）

基本単位数

加算単位数
介護職員

処遇改善加算Ⅰ
介護職員特定
処遇改善加算Ⅰ入浴介助加算 サービス提供

体制
強化加算Ⅰ

1割

40 55 22

介護職員
処遇改善加算Ⅰ

介護職員特定
処遇改善加算Ⅰ

40 55 22

介護区分
（４～５時間）

基本単位数

加算単位数

入浴介助加算 サービス提供
体制

強化加算Ⅰ

介護区分
（５～６時間）

基本単位数

加算単位数
介護職員

処遇改善加算Ⅰ
介護職員特定
処遇改善加算Ⅰ入浴介助加算 サービス提供

体制
強化加算Ⅰ


